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　　　第１章　総則 

　（目的） 

第１条　この規程は、国立大学法人東京外国語大学（以下「本学」という。）内部で行う監

査（以下「内部監査」という。）の計画、実施及び報告に関する基本的事項について定め、

もって本学の業務の適正かつ合理的な運営を確保することを目的とする。 

　（監査事項） 

第２条　内部監査の事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 法令、規程等に準拠した業務運営（財務に関する事項を含む。以下この号において同

じ。）に関する事項及び中期目標の達成のための合理的な業務運営に関する事項 

(2) 会計処理、会計記録の適正な処理及び適切な財産保全状況に関する事項 

(3) その他学長が特に命じた事項 

　（区分） 

第３条　内部監査の区分は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 定期監査　期初に作成される監査計画書に基づいて継続的に行う内部監査 

(2) 臨時監査　学長から特に指示された場合のほか、次条に定める国立大学法人東京外国

語大学監査室（以下「監査室」という。）が必要と認めたときに予告なく行う内部監査 

　（監査担当部署） 

第４条　監査に関する業務は，監査室がこれを担当する。 

２　 監査室長は、内部監査を行うため、監査室員及び補助監査人(被監査部局・課等の者を除く｡) 

　 を指名することができる。 

３　 監査室長は、内部監査を行うため、外部に監査業務を委託することができる。 

 



  　 （内部監査部門の設置）

第４条の２　監査室長は、内部監査の円滑な実施のため、次の部門を設置するものとする。 

  (1) 第２条第１号に定める監査事項を監査するための業務監査部門  

  (2) 第２条第２号に定める監査事項を監査するための会計監査部門 

２　前項の部門に必要な事項は、別に定める。 

　（監査室長の権限） 

第５条　監査室長は、内部監査の実施にあたり、被監査部局・課等の長の了承を得て、被監

査部局・課等の関係者に対し、帳票及び諸資料の提出又は事実の説明その他内部監査に必

要な要求を行うことができる。 

２　監査室長は、必要と認める場合は、被監査部局・課等の関係者及び学外の関係先に対し

て内容の照会又は事実の確認を求めることができる。 

３　監査室長は、内部監査の遂行上必要と認めるときは、業務に関する会議への出席又は議

事録の閲覧を関係者に対して求めることができる。 

　（監査担当者の遵守事項） 

第６条　監査室長、監査室員及び補助監査人（以下「監査担当者」という。）は、内部監査

を行なうに当たり、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。 

２　監査担当者は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはなら

ない。 

３　監査担当者は、被監査部局・課等に対し直接指揮命令を行ってはならない。 

４　内部監査の実施に当たり、被監査部局・課等の通常業務に著しい支障を与えぬよう配慮

しなければならない。 

　（被監査部局の遵守事項） 

第７条　被監査部局・課等は、内部監査が円滑に遂行されるよう監査担当者に協力するもの

とし、第５条の求めに対し、正当な理由なくしてこれを拒否することはできない。 

　 (文書の回付) 

第８条　次の各号に掲げる文書は、内部監査開始に先立ち、監査担当者に回付しなければな

らない。 

(1) 主務大臣に提出する認可又は承認の申請書その他の重要な文書 

  (2) 前号以外の官公庁に提出する重要な文書 

(3) 契約に関する重要な文書 

  (4) 訴訟に関する重要な文書 

(5) その他業務に関する重要な文書 

２　次の各号に掲げる文書は、監査担当者に回付しなければならない。 

(1) 主務大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書 

  (2) 前号以外の官公庁から発せられた重要な文書 

(3) その他業務に関する重要な報告、供閲等の文書 



　（他の監査機関との連携） 

第９条　監査室は、監事及び会計監査人と密接に連携を保ち、内部監査の各段階で監査効率

の向上を図るよう努めなければならない。 

　　　第２章　内部監査の計画 

　（内部監査計画書の作成） 

第１０条　監査室長は、期初に内部監査計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。

臨時監査を実施する場合及び内部監査計画書に重大な変更があった場合も、同様とする。 

２　学長は、前項の規程にかかわらず、必要に応じて特別監査の実施を命ずることができる。 

３　監査室長は、内部監査計画書の作成にあたって、監事と意見調整するものとする。 

　（実施計画書の作成） 

第１１条　監査室長は、内部監査の実施にあたり、内部監査実施計画書を作成し学長に提出

するものとする。 

　　　第３章　内部監査の実施 

　（内部監査の実施） 

第１２条　監査は、内部監査計画にしたがって実施するものとする。ただし、緊急又は特に

必要と認められる場合は、学長の承認を得てこれを変更して実施することができる。 

　（内部監査の方法）　 

第１３条　内部監査は、原則として実地監査及び第８条の規定に基づき回付された文書につ

いて行う書面監査とする。ただし、状況によっては、被監査部局・課等から書類等を取り

寄せ、その検討・審査によりこれに代えることができる。 

　（内部監査調書） 

第１４条　監査担当者は、実施した内部監査の方法・内容並びに判断の過程及び結果を記録

し、内部監査調書を作成しなければならない。 

　（内部監査結果に基づく意見交換） 

第１５条　監査担当者は､内部監査の結果に基づく説明､課題等を確認するため､被監査部局

・課等と意見交換を行うものとする。 

２　監査担当者は、必要によりその他の関係部門と意見の調整及び課題の確認を行う。 

　　　第４章　内部監査結果の報告及び措置 

　（内部監査結果の報告） 

第１６条　監査室長は、内部監査終了後、遅滞なく内部監査結果報告書を作成し、学長に提

出するものとする。ただし、内部監査の結果につき緊急を要すると認める事項については、

口頭をもって内部監査結果報告書に代えることができる。 

２　内部監査結果は、内部監査結果報告書により、被監査部局・課等に通知する。 

　（内部監査結果の措置） 

第１７条　学長は、内部監査結果報告書の監査意見及び勧告事項のうち、改善措置を必要と

する事項につき、被監査部局・課等に指示命令するものとする。 

　（指摘事項に対する回答書） 



第１８条　被監査部局・課等の責任者は、前条の改善を要する事項につき、速やかに改善措

置を講じ、その結果を学長及び監査室長に報告しなければならない。 

　（指摘事項の事後監査） 

第１９条　監査室長は、被監査部局・課等の改善処置について、事後的に実施状況の確認を

行い、必要に応じて追跡監査を実施する。 

　（報告書類の取扱い） 

第２０条　内部監査結果報告書、回答書及び内部監査調書は、監査室において１０年間保管

する。 

　　　第５章　雑則 

　（内部監査実施基準） 

第２１条　内部監査の手続その他この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。 

　　　附　則 

　この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

       附　 則

  この規程は、平成１８年７月４日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

       附　 則                                                                

  この規程は、平成２９年７月１１日から施行し、平成２９年６月１日から適用する。 

　　　附　則 

　この規程は、令和３年４月１日から施行する。 


